
農道整備－１

■農道整備（利便性の向上）

（事業名） 

事業主体 
農道整備事業（基幹農道、一般農道） 

 県 

■事業の目的 

農産物流通の合理化等による地域農業の振興を初め、生活環境の向上や防災・減災な

どの機能を有する農道の整備を通し、農村地域の社会生活を支える。 

■事業のポイント 

高率補助（国５０％、県２５～３３．３％） 

目的、対象地域また事業規模(受益、事業費）などから事業を選択 

■事業内容 

農道、農道橋等の新設、廃止又は変更 

■施工事例 

農道新設工事 

農道付帯施設工事 

トンネル 橋 梁



農道整備－２

■採択要件 

基幹農道 
一般農道 

一般型 農業集落間型 

対象地域 農業振興地域 農用地区域 
農用地区域【振興山村、

過疎地域、特農地域のみ】

採

択

要

件

受益面積 ５０(３０)ha 以上 ５０(３０)ha 以上 ３０ha 以上 

総事業費 1 億円以上 ５千万円以上 ５千万円以上 

幅  員 車道４ｍ以上 全幅員４．５ｍ以上 車道４ｍ以上 

効  果 
投資効率１．０以上 

農業効果５０％以上 

投資効率１．０以上 

農業効果５０％以上 

投資効率１．０以上 

農業効果５０％以上 

備  考 「改良」の場合、「農道」或は「その他道路」で管理されていること 

※（ ）内は中山間地域

■事業主体及び負担区分 

基幹農道 
一般農道 

一般型 集落間型 

事業主体 県 県 県 

負

担

区

分

国 ５０．０％ ５０．０％ ５０．０％ 

県 ３３．３％ ２５．０％ ３２．５％ 

地元 

（市町村） 
１６．７％ ２５．０％ １７．５％ 

■広域農道整備事業について 

Ｈ２１年度に政府の「事業仕分け」により農道整備事業は廃止され、継続地区は従

来の農道整備事業のまま完了まで運用することとなった。 

以後、新規地区は農山漁村地域整備交付金事業の「通作条件整備」として運用され

ることとなったため、広域農道クラスの大規模地区も、基幹農道、又は一般農道と

して事業化を目指すこととなる。 

【参考：広域農道整備事業の採択要件等】 

受益面積 総事業費 
負担区分 備 考 

国 県 地元 

（ ）内は中山間地域 1,000ha（300） 

以上  
２０億円以上 ５０％ ４２．５％ ７．５％ 

※広域農道整備事業は、「郡上南部地区」（郡上市）が継続中。 



農道整備－３

■農道整備（利便性の向上）

（事業名） 

事業主体 
ふるさと農道整備事業 

県 

■事業の目的 

地域の実情に応じ、農地の持つ国土保全機能を維持するため、持続可能な営農活動に

資する農道整備を行い、農村地域の振興と生活環境の改善を図る。 

■事業のポイント 

県単事業としては高率補助事業（県：７２．５％（特殊地域７５％））

土地改良法の手続きが不要

起債対象事業（起債充当率９０％（うち算入率３０％））

■事業内容 

  農道の新設、路線改良、拡幅改良、安全施設等の付帯施設の新設、改良など 

■施工事例 

農道新設工事（ふるさと農道） 

■対象地域 

  県下全域 



農道整備－４

■採択要件 

前幅員が４ｍ以上であること 

投資効率が１．０以上かつ農村振興効果が総費用の５０％以上であること 

組合せ施行事業  

【促進型事業】 

県営国庫補助事業計画区間と本事業計画区間が重複したときに、国庫補助事業の

計画に重要な変更を与えない区間について実施するものであること 

【合併型事業】 

県営国庫補助事業計画区間、又は計画区間において、国庫補助事業と併せて行う

ことにより、農道としての機能をより拡大するものであること 

単独型事業

・受益地がおおむね３０ha 以上であること

・総事業費が２千万円以上であること  

■事業主体及び負担区分 

事業主体：県

  負担区分: 

 県 地元 

一般地域 ７２．５％ ２７．５％ 

特殊地域(豪雪・急傾斜地) ７５％ ２５％ 

財政措置: 
一般財源

算入率
３０％

地域活性化事業債　　９０％

１０％

９０％×３０％＝２７％

交付税算入率 ２７％



農道整備－５

■農道整備（橋梁の耐震化等の安全対策）

（事業名） 

事業主体 
県営農道施設強化対策事業 

 県 

■事業の目的 

農道における重要な構造物である橋梁の耐震化、補修や交通安全対策、路面の改良等

を行い、整備水準の維持・向上を図るとともに、地域住民の安全・安心な暮らしを確保

する。 

■事業のポイント 

市町村の管理道路を県が事業主体となって整備 

土地改良法の手続きが不要 

■事業内容 

・点検診断 

ライフサイクルコストの低減を図るため、農道施設の点検診断を実施 

・農道機能強化対策 

老朽化により機能低下した施設（橋梁など）の修繕や補強、更新、並びに施設機

能の保全に必要なその他工事（舗装の打替え） 

■施工事例 

橋梁耐震対策工事（落橋防止工事） 

実施前 実施後



農道整備－６

橋梁耐震対策工事 

■対象地域 

  県下全域

■採択要件 

農林水産省所管事業により農道として造成された路線、ふるさと農道緊急整備事業

により造成された路線であること 

受益面積の合計が５０(３０)ha以上であること 

( )は条件不利地域で、山村振興法、過疎地域自立促進特別措置法に基づき指定された地域 

総事業費が３千万円以上であること 

農業効果額が総費用の５０％以上であること 

■事業主体及び負担区分 

事業主体：県

負担区分：国：５０％、県：２５％、市町村等：２５％ 

落橋防止装置の設置 

橋脚補強（施工中） 変異制限装置の設置 

沓座の拡幅 



農道整備－７

■農道整備（農道施設の安全対策）

（事業名） 

事業主体 
新 団体営農道保全計画策定事業（Ｒ４～） 

市町村 

■事業の目的 

農道施設（農道橋、トンネル）は農山村地域にとって重要な社会資本の一部を担って

おり、施設管理者においては保全計画に基づき耐震補強など農道施設の機能強化対策な

どを進める必要がある。 

この保全計画については、施設管理者である市町村が施設の劣化・損傷などの点検、

診断を定期的（５年ごと）に実施し、併せて保全計画の見直しを行い災害に強い農村づ

くりを推進していく。 

■事業のポイント 

市町村が管理する農道施設等の点検診断、保全計画の作成（更新） 

受益面積要件なし 

■事業内容 

・点検診断、及び保全計画の策定 

施設管理者が行う点検診断、保全計画（個別施設計画）の作成（更新）を実施 

■対象地域 

  県下全域

■採択要件 

農林水産省所管事業（ふるさと農道含む）により造成され、現在も農道として管理

している施設。 

  ※現在、その他市町村道で管理している施設であっても、将来、農林水産省所管事業

（県営農道施設強化対策事業等）で整備を予定している施設も含む。

■事業主体及び負担区分 

事業主体：市町村

負担区分：国：５０％、市町村：５０％ 


